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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内開きの扉の戸先側に付設する左右非対称のチャンネル状のエッジ材と、該エッジ材に
組み合わせる可動部材と、該可動部材を扉枠に向けて付勢するばね材とを備えてなり、前
記可動部材は、室内側の外向きの係合リブを前記エッジ材の室内側の上縁の内向きの係合
リブに内側から係合させるとともに室外側の斜め外向きの係合リブを前記エッジ材の室外
側の上縁の斜め内向きの係合リブに内側から係合させて外面を扉枠側に滑らかに膨出させ
、扉を閉じると、扉枠との間に見通し不能な隙間を形成する一方、扉を室外側に開操作す
ると、扉枠の室外側の頂部に接触して前記エッジ材側に駆動され、扉の開放を許容するこ
とを特徴とする内開き扉の遮蔽構造。
【請求項２】
　前記エッジ材は、下端に底キャップを付設することを特徴とする請求項１記載の内開き
扉の遮蔽構造。
【請求項３】
　前記可動部材は、下端にエンド部材を付設することを特徴とする請求項２記載の内開き
扉の遮蔽構造。
【請求項４】
　前記エンド部材は、前記可動部材の室内側、室外側の各ビスポケットにそれぞれ対応す
るビス孔、位置決めピンを形成することを特徴とする請求項３記載の内開き扉の遮蔽構造
。
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【請求項５】
　前記ばね材は、前記可動部材を扉の中心方向から室外側に斜めに付勢することを特徴と
する請求項１ないし請求項４のいずれか記載の内開き扉の遮蔽構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、非常の際などにおいて、内開きの扉を室外側に簡単に開くことができる内
開き扉の遮蔽構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　トイレブースなどの出入口には、内開きの扉が広く使用されている。
【０００３】
　内開きの扉は、使用者が室内において倒れるなどの非常の際には、室外側に開放可能に
することが必要であり、このために、扉の戸先側と扉枠との間に形成される隙間に可撓性
の遮蔽材を設けて見通し不能に遮蔽することが提案され、実用されている。なお、遮蔽材
は、扉の戸先側、扉枠の扉側の一方または双方に装着され、扉を室外側に開く際に弾性変
形して扉の開放を許容する（特許文献１、非特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１２１９７３号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】http://best.rockeys.biz/image/ex_no.644.jpg　　　　　　　　　　
　　　　　 （2016/08/09 閲覧）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　かかる従来技術によるときは、可撓性の遮蔽材は、軟質の合成樹脂材やゴム材などであ
るから、耐久性や、外観上の体裁性などの点で必ずしも十分ではなく、改善の余地がある
という問題があった。
【０００７】
　そこで、この発明の目的は、かかる従来技術の問題に鑑み、ばね材を介して付勢する可
動部材を扉の戸先側のエッジ材に組み合わせることによって、耐久性、体裁性などを容易
に向上させることができる内開き扉の遮蔽構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる目的を達成するためのこの発明の構成は、内開きの扉の戸先側に付設する左右非
対称のチャンネル状のエッジ材と、エッジ材に組み合わせる可動部材と、可動部材を扉枠
に向けて付勢するばね材とを備えてなり、可動部材は、室内側の外向きの係合リブをエッ
ジ材の室内側の上縁の内向きの係合リブに内側から係合させるとともに室外側の斜め外向
きの係合リブをエッジ材の室外側の上縁の斜め内向きの係合リブに内側から係合させて外
面を扉枠側に滑らかに膨出させ、扉を閉じると、扉枠との間に見通し不能な隙間を形成す
る一方、扉を室外側に開操作すると、扉枠の室外側の頂部に接触してエッジ材側に駆動さ
れ、扉の開放を許容することをその要旨とする。
【０００９】
　なお、エッジ材は、下端に底キャップを付設することができる。
【００１０】
　また、可動部材は、下端にエンド部材を付設してもよく、エンド部材は、可動部材の室
内側、室外側の各ビスポケットにそれぞれ対応するビス孔、位置決めピンを形成してもよ
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い。
【００１１】
　さらに、ばね材は、可動部材を扉の中心方向から室外側に斜めに付勢することができる
。
【発明の効果】
【００１２】
　かかる発明の構成によるときは、扉枠との間に見通し不能な隙間を形成する可動部材は
、可撓性を有する必要がなく、エッジ材、扉枠と同様のアルミニウム押出形材などにより
形成することができるから、その耐久性、外観上の体裁性などに格別な制約がなく、必要
十分な性能を容易に実現することができる。なお、エッジ材、可動部材は、扉を正常に室
内側に開閉するとき、扉枠と干渉することがなく、非常の際に扉を室外側に開くとき、可
動部材のみが扉枠の室外側の頂部と干渉してエッジ材側に水平に駆動され、エッジ材は、
扉枠と干渉しないものとする。また、一旦室外側に開放した扉を正規の閉じ位置に戻すと
きにも、可動部材を手指などでエッジ材側に押し戻す必要がなく、扉を閉じ位置に戻すよ
うに押し操作するだけでよい。ただし、扉枠の室外側の頂部とは、扉枠の横断面形状にお
いて、室外側に表われる頂部をいう。
【００１３】
　エッジ材は、下端に付設する底キャップを介し、組み合わせる可動部材の下端を支承し
て可動部材を適位置に確実に保持することができる。
【００１４】
　可動部材は、エンド部材を下端に付設すると、エンド部材を介してエッジ材側の底キャ
ップ上に着座し、扉枠の頂部と接触してエッジ材側に移動する際などにおいても、有害な
こじれなどを生じたりするおそれが少ない。なお、エンド部材は、可動部材側の各ビスポ
ケットに対応するビス孔、位置決めピンを利用することにより、可動部材に対する相対姿
勢を容易に正確に規制して固定することができる。
【００１５】
　ばね材は、可動部材の付勢方向を扉の中心方向から室外側に斜めに傾けることにより、
扉を室外側に開き、扉枠の頂部を介して可動部材をエッジ材側に駆動する際に、ばね材を
正しく押し縮めることができ、扉の室外側への開操作を円滑にすることができる。なお、
扉の中心方向に対するばね材の付勢方向の傾き角度は、扉枠の頂部に接触する位置におけ
る可動部材の表面の丸みなどの関連パラメータを考慮して、２～５°程度の極く僅かな値
でよい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】全体構成横断面図
【図２】要部構成説明図（１）
【図３】要部構成説明図（２）
【図４】要部構成説明図（３）
【図５】図１相当の動作説明図（１）
【図６】図１相当の動作説明図（２）
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を以って発明の実施の形態を説明する。
【００１８】
　内開き扉の遮蔽構造は、内開きの扉Ｄの戸先側の端面にエッジ材１１、可動部材１２、
ばね材としての板ばね１３、１３…を付設してなる（図１、図２）。ただし、図２（Ａ）
～（Ｃ）は、それぞれ扉Ｄの戸先側から見た模式正面図、同図（Ａ）の模式側面図、同図
（Ｂ）の模式拡大横断面図であり、図２には、２個の板ばね１３、１３のみが図示されて
いる。
【００１９】
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　扉Ｄは、図示しない戸尻側の両開き形のヒンジを介し、室内側、室外側の双方に開閉可
能に支承されている。なお、ヒンジは、扉Ｄを室内側に常時付勢しており、扉Ｄを図１の
閉じ位置に軽くロックすることができる。閉じ位置の扉Ｄの戸先側は、壁パネルＰの先端
の扉枠２１に対向している。また、扉Ｄの戸先側には、室内側のスライドボルトＤ1 、室
外側の把手Ｄ2 が装着され、壁パネルＰの室内側には、スライドボルトＤ1 を係止させて
扉Ｄを閉じ位置に施錠するキャッチＰ1 がねじ止めされている。なお、壁パネルＰには、
キャッチＰ1 の取付強度を向上させるために補強材Ｐ2 が組み込まれている。スライドボ
ルトＤ1 は、室内側から施錠位置（図１の実線）と解錠位置（同図の二点鎖線）とに切替
操作可能であり、非常の際には、把手Ｄ2 に組み込む表示付きの解錠機構を介し、室外側
から解錠操作することも可能である。
【００２０】
　エッジ材１１は、扉Ｄの厚さに適合する浅い左右非対称のチャンネル状に形成されてい
る。エッジ材１１の室内側、室外側の上縁には、それぞれ内向き、斜め内向きの係合リブ
１１ａ、１１ｂが形成され、内部の底面には、左右のガイドリブ１１ｃ、１１ｃを伴う板
ばね１３用の取付面１１ｄが形成され、底面の背面側には、中央部の取付用のガイドリブ
１１ｅ、１１ｅ、両端部の着座用のリブ１１ｆ、１１ｆが形成されている。なお、板ばね
１３用の取付面１１ｄは、扉Ｄの中心軸Ｃd に対し、傾き角θ≒２～５°だけ室外側に傾
けて形成されている。
【００２１】
　可動部材１２は、室内側、室外側の両端にそれぞれ外向き、斜め外向きの係合リブ１２
ａ、１２ｂを突出させるとともに、室内側、室外側の両端部内側にそれぞれ大径、小径の
ビスポケット１２ｃ、１２ｄを形成し、中間部の内面を板ばね１３用の当接面１２ｅに形
成し、外面を滑らかに膨出させて形成されている。なお、係合リブ１２ａ、１２ｂをエッ
ジ材１１側の係合リブ１１ａ、１１ｂに内側から係合させて可動部材１２をエッジ材１１
に組み合わせるとき、板ばね１３用の当接面１２ｅは、エッジ材１１側の板ばね１３用の
取付面１１ｄと平行であり、可動部材１２、エッジ材１１の室外側の外面は、滑らかに連
続する湾曲面を形成して扉枠２１に対向している。
【００２２】
　板ばね１３、１３…は、エッジ材１１を扉Ｄの戸先側の端面に固定する取付ビス１３ａ
、１３ａ…を介し、エッジ材１１の取付面１１ｄに下向きに共締めされている。板ばね１
３、１３…は、エッジ材１１、可動部材１２の間に装着され、扉枠２１に向けて可動部材
１２を扉Ｄの中心軸Ｃd 方向、すなわち扉Ｄの中心方向から傾き角θ相当だけ室外側に斜
めに付勢することができる。ただし、板ばね１３、１３…は、図２（Ａ）、（Ｂ）に拘ら
ず、扉Ｄの上下方向、すなわちエッジ材１１、可動部材１２の長さ方向に約３００mmピッ
チごとに必要個数を設けるものとし、図示以外の任意の形状のばね材を使用してもよい。
【００２３】
　エッジ材１１の下端には、底キャップ１４が付設されている（図２、図３）。ただし、
図３（Ａ）～（Ｃ）は、それぞれ図２（Ａ）相当の要部模式拡大正面図、図３（Ａ）のＸ
矢視相当図、図２（Ｂ）相当の要部模式拡大側面図である。なお、図３には、可動部材１
２と、その下端のエンド部材１５の図示が省略されている。
【００２４】
　底キャップ１４は、長方形の一隅部を切り欠いてエッジ材１１の横断面形状に倣う形状
の底板１４ａの上面に取付用の舌片１４ｂを立設して形成されている。舌片１４ｂは、エ
ッジ材１１の板ばね１３用の取付面１１ｄと同一の傾き角θだけ傾けて底板１４ａ上に立
設されている。そこで、底キャップ１４は、舌片１４ｂ上のビス孔１４ｃに挿通する取付
ビス１４ｄを介し、エッジ材１１の取付面１１ｄの下端部にねじ止めされている。
【００２５】
　可動部材１２の下端には、エンド部材１５が付設されている（図２、図４）。ただし、
図４（Ａ）～（Ｄ）は、それぞれ図２（Ａ）相当の要部模式拡大正面図、図４（Ａ）のＹ
矢視相当図、図４（Ａ）のＺ1 、Ｚ2 矢視相当図である。なお、図４には、エッジ材１１
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と、その下端の底キャップ１４の図示が省略されている。
【００２６】
　エンド部材１５は、係合リブ１２ａ、１２ｂを除く可動部材１２の横断面形状にほぼ倣
う形状の底板１５ａに対し、可動部材１２の室内側の大径のビスポケット１２ｃに対応す
るようにしてビス孔１５ｂを形成し、室外側の小径のビスポケット１２ｄに対応するよう
にして上向きの位置決めピン１５ｃを立設して形成されている。そこで、エンド部材１５
は、位置決めピン１５ｃをビスポケット１２ｄに圧入するとともに、ビス孔１５ｂを介し
てタッピングねじ形式の取付ビス１５ｄをビスポケット１２ｃにねじ込むことにより、可
動部材１２に対する相対姿勢を正しく規制しながら可動部材１２の下端に固定することが
できる。
【００２７】
　なお、エッジ材１１、可動部材１２は、それぞれアルミニウム押出形材により一体形成
されている。また、底キャップ１４、エンド部材１５は、それぞれたとえばポリエチレン
樹脂により一体成形されている。エッジ材１１に組み合わせる可動部材１２は、エンド部
材１５が底キャップ１４上に着座することにより支承され、所定の高さ位置に保持するこ
とができる。
【００２８】
　扉Ｄの戸先側の扉枠２１は、室外側に頂部２１ａを有し（図１）、背面側の取付脚２１
ｂ、２１ｂ、室外側の頂部２１ａに対応する取付脚２１ｃ、室内側の着座用のリブ２１ｄ
を介して壁パネルＰの先端面に装着されている。扉枠２１の扉Ｄに対向する側は、室内側
から室外側の頂部２１ａにかけて、室内側の約１／２幅以上が壁パネルＰと直角の平面に
形成されるとともに、残部は、頂部２１ａに向けて滑らかな湾曲面に形成されている。そ
こで、扉Ｄの閉じ位置において、扉Ｄ側の可動部材１２は、エッジ材１１とともに、扉枠
２１との間に見通し不能な隙間ｇを形成することができる。ただし、隙間ｇは、室外側の
約半分がほぼ一定幅の湾曲部分に形成され、室内側の約半分は、室内側に向けて滑らかに
開拡している。なお、扉枠２１は、アルミニウム押出形材により一体形成されている。
【００２９】
　かかる構成の内開き扉の遮蔽構造の作動は、たとえば次のとおりである。
【００３０】
　閉じ位置の扉Ｄは、スライドボルトＤ1 を解錠位置（図１の二点鎖線）にして解錠する
ことにより、室内側に自在に開閉することができる。なお、このとき、扉Ｄのエッジ材１
１、可動部材１２は、扉枠２１と干渉することがない。
【００３１】
　扉Ｄが閉じ位置にあり、スライドボルトＤ1 を施錠位置（図１の実線）にして施錠して
いるとき、室内の使用者が倒れるなどの非常の際には、室外側の把手Ｄ2 に内蔵の解錠機
構を介してスライドボルトＤ1 を解錠位置にして扉Ｄを解錠し、つづいて、把手Ｄ2 を引
いて扉Ｄを室外側に開く（図１、図５、図６の各矢印方向）。このとき、扉Ｄを図１の閉
じ位置から室外側に僅かに開くと、可動部材１２の表面が扉枠２１の室外側の頂部２１ａ
に接触するから、さらに扉Ｄを開くと（図５）、頂部２１ａを介し、板ばね１３に抗して
可動部材１２がエッジ材１１側に駆動され、扉Ｄを室外側に開放することができる（図６
）。ただし、図５は、頂部２１ａにより可動部材１２が最も大きくエッジ材１１側に偏移
したときを図示しており、このときの頂部２１ａは、板ばね１３の図示しない中心線のほ
ぼ延長上に相当する位置において可動部材１２の表面を押圧し、板ばね１３を正しく押し
縮めることができる。
【００３２】
　図６の扉Ｄは、さらに室外側に任意の角度に開き、室内の使用者の救助作業等を実施す
ればよい。一方、一連の所要作業後の扉Ｄは、そのまま室内側に押し操作することにより
、元の閉じ位置に戻すことができる。このときも、扉枠２１の頂部２１ａが可動部材１２
の表面に対して室内側の湾曲部分から相対的に乗り上げるようにして接触し、可動部材１
２をエッジ材１１側に円滑に駆動することができるからである。
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【産業上の利用可能性】
【００３３】
　この発明は、トイレブースを始めとして、建築物の任意の用途の出入口に設置する内開
きの扉に対して広く好適に適用することができる。
【符号の説明】
【００３４】
　Ｄ…扉
　ｇ…隙間
　１１…エッジ材
　１２…可動部材
　１２ｃ、１２ｄ…ビスポケット
　１４…底キャップ
　１５…エンド部材
　２１…扉枠
　２１ａ…頂部
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特許出願人　　　小松ウオール工業株式会社

【図１】 【図２】



(7) JP 6802007 B2 2020.12.16

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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